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(57)【要約】
【課題】半導体記憶装置の歩留まりを改善する。
【解決手段】実施形態の半導体記憶装置は、第１乃至第
３絶縁部材ＳＬＴ１、第１及び第２の導電体、第１及び
第３ピラーＭＰ、並びに第２及び第４ピラーＨＲを含む
。第１の導電体は第１及び第２絶縁部材間に設けられ、
第２の導電体は第２及び第３絶縁部材間に設けられる。
第１及び第３ピラーは第１領域ＣＡ内で第１及び第２の
導電体をそれぞれ貫通している。複数の第２ピラーは第
２領域ＨＡ１又は第３領域ＨＡ２内で第１の導電体を貫
通し、複数の第４ピラーは、第２又は第３領域内で第２
の導電体を貫通している。第３領域内における複数の第
２ピラーの被覆率は、第２領域内における複数の第２ピ
ラーの被覆率よりも高く且つ第１領域内における複数の
第１ピラーの被覆率以下である。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセルを含む第１領域と、第１方向で前記第１領域を挟む第２領域及び第３領域と
を含む基板と、
　各々が前記第１方向に沿って前記第１乃至第３領域を横切って設けられ、前記第１方向
と交差する第２方向に並んだ第１乃至第３絶縁部材と、
　前記基板の上方、且つ前記第１絶縁部材と前記第２絶縁部材との間に設けられた第１の
導電体と、
　前記基板の上方、且つ前記第２絶縁部材と前記第３絶縁部材との間に設けられた第２の
導電体と、
　前記第１領域内で、前記第１の導電体を貫通して設けられた複数の第１ピラーと、
　　前記第２領域又は前記第３領域内で、前記第１の導電体を貫通し、且つ前記第１の導
電体に対するコンタクトから離れて設けられた複数の第２ピラーと、
　前記第１領域内で、前記第２の導電体を貫通して設けられた複数の第３ピラーと、
　前記第２領域又は前記第３領域内で、前記第２の導電体を貫通し、且つ前記第２の導電
体に対するコンタクトから離れて設けられた複数の第４ピラーと、
　を備え、
　前記第３領域内における前記複数の第２ピラーの被覆率は、前記第２領域内における前
記複数の第２ピラーの被覆率よりも高く、且つ前記第１領域内における前記複数の第１ピ
ラーの被覆率以下であり、
　前記第２領域内における前記複数の第４ピラーの被覆率は、前記第３領域内における前
記複数の第４ピラーの被覆率よりも高く、且つ前記第１領域内における前記複数の第３ピ
ラーの被覆率以下である、
　半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記第１絶縁部材と前記第３絶縁部材との間の構造体と同様の構造体が、前記第２方向
に沿って複数設けられる、
　請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　メモリセルを含む第１領域と、第１方向で前記第１領域を挟む第２領域及び第３領域と
を含む基板と、
　前記基板の上方、且つ前記第１方向に沿って前記第１乃至第３領域を横切って設けられ
第１導電体層と、
　前記第１領域内で、前記第１導電体層を貫通して設けられた複数の第１ピラーと、
　前記第２領域又は前記第３領域内で、前記第１導電体層を貫通し、且つ前記第１導電体
層に対するコンタクトから離れて設けられた複数の第２ピラーと、
　を備え、
　前記第２領域は、前記第１導電体層と対応するように、前記第１導電体層に対するコン
タクトを含む第１サブ領域と、前記第１サブ領域と異なる第２サブ領域とを含み、
　前記第２サブ領域内における前記複数の第２ピラーの被覆率は、前記第１サブ領域内に
おける前記複数の第２ピラーの被覆率よりも高く、且つ前記第１領域内における前記複数
の第１ピラーの被覆率以下である、
　半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記第１導電体層の上方に設けられた第２導電体層をさらに備え、
　前記複数の第１ピラーのそれぞれと前記複数の第２ピラーの一部は、前記第２導電体層
も貫通し、
　前記第３領域は、前記第２導電体層と対応するように、前記第２導電体層に対するコン
タクトを含む第３サブ領域と、前記第３サブ領域と異なる第４サブ領域とを含み、
　前記第４サブ領域内における前記複数の第２ピラーの被覆率は、前記第３サブ領域内に
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おける前記複数の第２ピラーの被覆率よりも高く、且つ前記第１領域内における前記複数
の第１ピラーの被覆率以下である、
　請求項３に記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記基板と前記第１導電体層との間に設けられた第３導電体層をさらに備え、
　前記複数の第１ピラーと前記複数の第２ピラーとのそれぞれは、前記第３導電体層も貫
通し、
　前記第２領域は、前記第３導電体層と対応するように、前記第１及び第２サブ領域と異
なり且つ前記第３導電体層に対するコンタクトを含む第５サブ領域と、前記第１、第２及
び第５サブ領域と異なる第６サブ領域とを含み、
　前記第６サブ領域内における前記複数の第２ピラーの被覆率は、前記第５サブ領域内に
おける前記複数の第２ピラーの被覆率よりも高く、且つ前記第１領域内における前記複数
の第１ピラーの被覆率以下であり、
　前記第１サブ領域は、前記第１方向と交差する第２方向に前記第２サブ領域と隣り合い
、且つ前記第１方向に前記第６サブ領域と隣り合い、
　前記第５サブ領域は、前記第２方向に前記第６サブ領域と隣り合い、且つ前記第１方向
に前記第２サブ領域と隣り合う、
　請求項３に記載の半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、半導体記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データを不揮発に記憶することが可能なＮＡＮＤ型フラッシュメモリが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１９－０５０２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　半導体記憶装置の歩留まりを改善する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の半導体記憶装置は、基板と、第１乃至第３絶縁部材と、第１及び第２の導電
体と、第１乃至第４ピラーと、を含む。基板は、メモリセルを含む第１領域と、第１方向
で第１領域を挟む第２領域及び第３領域とを含む。第１乃至第３絶縁部材は、各々が第１
方向に沿って第１乃至第３領域を横切って設けられ、第１方向と交差する第２方向に並ん
でいる。第１の導電体は、基板の上方、且つ第１絶縁部材と第２絶縁部材との間に設けら
れる。第２の導電体は、基板の上方、且つ第２絶縁部材と第３絶縁部材との間に設けられ
る。複数の第１ピラー及び複数の第３ピラーは、第１領域内で第１の導電体及び第２の導
電体をそれぞれ貫通して設けられる。複数の第２ピラーは、第２領域又は第３領域内で第
１の導電体を貫通し、且つ第１の導電体に対するコンタクトから離れて設けられる。複数
の第４ピラーは、第２領域又は第３領域内で第２の導電体を貫通し、且つ第２の導電体に
対するコンタクトから離れて設けられる。第３領域内における複数の第２ピラーの被覆率
は、第２領域内における複数の第２ピラーの被覆率よりも高く、且つ第１領域内における
複数の第１ピラーの被覆率以下である。第２領域内における複数の第４ピラーの被覆率は
、第３領域内における複数の第４ピラーの被覆率よりも高く、且つ第１領域内における複
数の第３ピラーの被覆率以下である。
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【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施形態に係る半導体記憶装置のブロック図。
【図２】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの回路図。
【図３】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの平面レイアウトの一
例を示す平面図。
【図４】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイのセル領域における詳
細な平面レイアウトの一例を示す平面図。
【図５】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイのセル領域における断
面構造の一例を示す断面図。
【図６】実施形態に係る半導体記憶装置におけるメモリピラーの断面構造の一例を示す断
面図。
【図７】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの引出領域における詳
細な平面レイアウトの一例を示す平面図。
【図８】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの引出領域における断
面構造の一例を示す断面図。
【図９】実施形態に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの平面レイアウトの一
例を示す平面図。
【図１０】実施形態の比較例に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの平面レイ
アウトの一例を示す平面図。
【図１１】半導体記憶装置における積層配線構造の形成方法の一例を示す断面図。
【図１２】実施形態の第１変形例に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの平面
レイアウトの一例を示す平面図。
【図１３】実施形態の第２変形例に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの平面
レイアウトの一例を示す平面図。
【図１４】実施形態の第３変形例に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイの平面
レイアウトの一例を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、実施形態について図面を参照して説明する。実施形態は、発明の技術的思想を
具体化するための装置や方法を例示している。図面は模式的又は概念的なものであり、各
図面の寸法及び比率等は必ずしも現実のものと同一とは限らない。本発明の技術思想は、
構成要素の形状、構造、配置等によって特定されるものではない。
【０００８】
　尚、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符
号を付す。参照符号を構成する文字の後の数字は、同じ文字を含んだ参照符号によって参
照され、且つ同様の構成を有する要素同士を区別するために使用される。同じ文字を含ん
だ参照符号で示される要素を相互に区別する必要がない場合、これらの要素はそれぞれ文
字のみを含んだ参照符号により参照される。
【０００９】
　［１］実施形態
　以下に、実施形態に係る半導体記憶装置１について説明する。
【００１０】
　［１－１］半導体記憶装置１の構成
　［１－１－１］半導体記憶装置１の全体構成
　図１は、実施形態に係る半導体記憶装置１の構成例を示している。半導体記憶装置１は
、データを不揮発に記憶することが可能なＮＡＮＤ型フラッシュメモリであり、外部のメ
モリコントローラ２によって制御可能である。
【００１１】
　図１に示すように、半導体記憶装置１は、例えばメモリセルアレイ１０、コマンドレジ
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スタ１１、アドレスレジスタ１２、シーケンサ１３、ドライバモジュール１４、ロウデコ
ーダモジュール１５、並びにセンスアンプモジュール１６を備えている。
【００１２】
　メモリセルアレイ１０は、複数のブロックＢＬＫ０～ＢＬＫｎ（ｎは１以上の整数）を
含んでいる。ブロックＢＬＫは、データを不揮発に記憶することが可能な複数のメモリセ
ルの集合であり、例えばデータの消去単位として使用される。また、メモリセルアレイ１
０には、複数のビット線及び複数のワード線が設けられる。各メモリセルは、例えば１本
のビット線と１本のワード線とに関連付けられている。メモリセルアレイ１０の詳細な構
成については後述する。
【００１３】
　コマンドレジスタ１１は、半導体記憶装置１がメモリコントローラ２から受信したコマ
ンドＣＭＤを保持する。コマンドＣＭＤは、例えばシーケンサ１３に読み出し動作、書き
込み動作、消去動作等を実行させる命令を含んでいる。
【００１４】
　アドレスレジスタ１２は、半導体記憶装置１がメモリコントローラ２から受信したアド
レス情報ＡＤＤを保持する。アドレス情報ＡＤＤは、例えばブロックアドレスＢＡｄ、ペ
ージアドレスＰＡｄ、及びカラムアドレスＣＡｄを含んでいる。例えば、ブロックアドレ
スＢＡｄ、ページアドレスＰＡｄ、及びカラムアドレスＣＡｄは、それぞれブロックＢＬ
Ｋ、ワード線、及びビット線の選択に使用される。
【００１５】
　シーケンサ１３は、半導体記憶装置１全体の動作を制御する。例えば、シーケンサ１３
は、コマンドレジスタ１１に保持されたコマンドＣＭＤに基づいてドライバモジュール１
４、ロウデコーダモジュール１５、及びセンスアンプモジュール１６等を制御して、読み
出し動作、書き込み動作、消去動作等を実行する。
【００１６】
　ドライバモジュール１４は、読み出し動作、書き込み動作、消去動作等で使用される電
圧を生成する。そして、ドライバモジュール１４は、例えばアドレスレジスタ１２に保持
されたページアドレスＰＡｄに基づいて、選択されたワード線に対応する信号線に生成し
た電圧を印加する。
【００１７】
　ロウデコーダモジュール１５は、アドレスレジスタ１２に保持されたブロックアドレス
ＢＡｄに基づいて、対応するメモリセルアレイ１０内の１つのブロックＢＬＫを選択する
。そして、ロウデコーダモジュール１５は、例えば選択されたワード線に対応する信号線
に印加された電圧を、選択されたブロックＢＬＫ内の選択されたワード線に転送する。
【００１８】
　センスアンプモジュール１６は、書き込み動作において、メモリコントローラ２から受
信した書き込みデータＤＡＴに応じて、各ビット線に所望の電圧を印加する。また、セン
スアンプモジュール１６は、読み出し動作において、ビット線の電圧に基づいてメモリセ
ルに記憶されたデータを判定し、判定結果を読み出しデータＤＡＴとしてメモリコントロ
ーラ２に転送する。
【００１９】
　以上で説明した半導体記憶装置１及びメモリコントローラ２は、それらの組み合わせに
より１つの半導体装置を構成しても良い。このような半導体装置としては、例えばＳＤＴ

Ｍカードのようなメモリカードや、ＳＳＤ（solid state drive）等が挙げられる。
【００２０】
　［１－１－２］メモリセルアレイ１０の回路構成
　図２は、実施形態に係る半導体記憶装置１が備えるメモリセルアレイ１０の回路構成の
一例を、メモリセルアレイ１０に含まれた複数のブロックＢＬＫのうち１つのブロックＢ
ＬＫを抽出して示している。図２に示すように、ブロックＢＬＫは、例えば４つのストリ
ングユニットＳＵ０～ＳＵ３を含んでいる。
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【００２１】
　各ストリングユニットＳＵは、ビット線ＢＬ０～ＢＬｍ（ｍは１以上の整数）にそれぞ
れ関連付けられた複数のＮＡＮＤストリングＮＳを含んでいる。各ＮＡＮＤストリングＮ
Ｓは、例えばメモリセルトランジスタＭＴ０～ＭＴ１１、並びに選択トランジスタＳＴ１
及びＳＴ２を含んでいる。メモリセルトランジスタＭＴは、制御ゲート及び電荷蓄積層を
含み、データを不揮発に保持する。選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のそれぞれは、各
種動作時におけるストリングユニットＳＵの選択に使用される。
【００２２】
　各ＮＡＮＤストリングＮＳにおいて、メモリセルトランジスタＭＴ０～ＭＴ１１は、直
列接続される。選択トランジスタＳＴ１のドレインは、関連付けられたビット線ＢＬに接
続され、選択トランジスタＳＴ１のソースは、直列接続されたメモリセルトランジスタＭ
Ｔ０～ＭＴ１１の一端に接続される。選択トランジスタＳＴ２のドレインは、直列接続さ
れたメモリセルトランジスタＭＴ０～ＭＴ１１の他端に接続される。選択トランジスタＳ
Ｔ２のソースは、ソース線ＳＬに接続される。
【００２３】
　同一のブロックＢＬＫにおいて、メモリセルトランジスタＭＴ０～ＭＴ１１の制御ゲー
トは、それぞれワード線ＷＬ０～ＷＬ１１に共通接続される。ストリングユニットＳＵ０
～ＳＵ３内のそれぞれの選択トランジスタＳＴ１のゲートは、それぞれ選択ゲート線ＳＧ
Ｄ０～ＳＧＤ３に共通接続される。同一のブロックＢＬＫに含まれた選択トランジスタＳ
Ｔ２のゲートは、選択ゲート線ＳＧＳに共通接続される。
【００２４】
　ビット線ＢＬ０～ＢＬｍには、それぞれ異なるカラムアドレスが割り当てられる。各ビ
ット線ＢＬは、複数のブロックＢＬＫ間で同一のカラムアドレスが割り当てられたＮＡＮ
ＤストリングＮＳによって共有される。ワード線ＷＬ０～ＷＬ１１のそれぞれは、ブロッ
クＢＬＫ毎に設けられる。ソース線ＳＬは、複数のブロックＢＬＫ間で共有される。
【００２５】
　１つのストリングユニットＳＵ内で共通のワード線ＷＬに接続された複数のメモリセル
トランジスタＭＴの集合は、例えばセルユニットＣＵと称される。例えば、それぞれが１
ビットデータを記憶するメモリセルトランジスタＭＴを含むセルユニットＣＵの記憶容量
が、「１ページデータ」として定義される。セルユニットＣＵは、メモリセルトランジス
タＭＴが記憶するデータのビット数に応じて、２ページデータ以上の記憶容量を有し得る
。
【００２６】
　尚、第１実施形態に係る半導体記憶装置１が備えるメモリセルアレイ１０の回路構成は
、以上で説明した構成に限定されない。例えば、各ブロックＢＬＫが含むストリングユニ
ットＳＵの個数や、各ＮＡＮＤストリングＮＳが含むメモリセルトランジスタＭＴ並びに
選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の個数は、それぞれ任意の個数でも良い。
【００２７】
　［１－１－３］メモリセルアレイ１０の構造
　以下に、実施形態に係る半導体記憶装置１の構造の一例について説明する。尚、以下で
参照される図面において、Ｘ方向はワード線ＷＬの延伸方向に対応し、Ｙ方向はビット線
ＢＬの延伸方向に対応し、Ｚ方向は半導体記憶装置１の形成に使用される半導体基板２０
の表面に対する鉛直方向に対応している。平面図には、図を見易くするためにハッチング
が適宜付加されている。平面図に付加されたハッチングは、ハッチングが付加された構成
要素の素材や特性とは必ずしも関連していない。断面図では、図を見易くするために層間
絶縁膜等の図示が適宜省略されている。
【００２８】
　（メモリセルアレイ１０の平面レイアウトについて）
　図３は、実施形態に係る半導体記憶装置１が備えるメモリセルアレイ１０の平面レイア
ウトの一例であり、４つのブロックＢＬＫ０～ＢＬＫ３に対応する領域を抽出して示して
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いる。図３に示すように、メモリセルアレイ１０の平面レイアウトは、例えば、Ｘ方向に
おいてセル領域ＣＡと引出領域ＨＡ１及びＨＡ２とに分割される。また、メモリセルアレ
イ１０は、スリットＳＬＴ１、ＳＬＴ２、ＳＬＴ３、及びＳＨＥを含んでいる。
【００２９】
　セル領域ＣＡは、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２に挟まれている。セル領域ＣＡには、複数
のＮＡＮＤストリングＮＳが形成される。引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれには、Ｎ
ＡＮＤストリングＮＳに接続されたワード線ＷＬ並びに選択ゲート線ＳＧＳ及びＳＧＤと
ロウデコーダモジュール１５との間を電気的に接続するためのコンタクトが形成される。
【００３０】
　スリットＳＬＴ１、ＳＬＴ２、ＳＬＴ３、及びＳＨＥのそれぞれは、内部に絶縁部材が
埋め込まれた構造を有し、同じ配線層に設けられ且つ当該スリットを介して隣り合う導電
体層間を分断（絶縁）している。
【００３１】
　複数のスリットＳＬＴ１は、それぞれがＸ方向に沿って延伸して設けられ、Ｙ方向に並
んでいる。複数のスリットＳＬＴ１のそれぞれは、Ｘ方向においてセル領域ＣＡ並びに引
出領域ＨＡ１及びＨＡ２を横切っている。スリットＳＬＴ１は、ワード線ＷＬ０～ＷＬ１
１、並びに選択ゲート線ＳＧＤ及びＳＧＳを分断している。
【００３２】
　複数のスリットＳＬＴ２は、隣り合うスリットＳＬＴ１の間のそれぞれに配置される。
複数のスリットＳＬＴ２は、それぞれがＸ方向に沿って引出領域ＨＡ１の端部領域から引
出領域ＨＡ２の端部領域まで延伸し、セル領域ＣＡを横切っている。スリットＳＬＴ２は
、ワード線ＷＬ０～ＷＬ１１、並びに選択ゲート線ＳＧＤ及びＳＧＳを分断している。
【００３３】
　複数のスリットＳＬＴ３は、隣り合うスリットＳＬＴ１の間のそれぞれに配置される。
複数のスリットＳＬＴ３は、それぞれがＸ方向に沿って延伸して設けられ、引出領域ＨＡ
１及びＨＡ２のそれぞれに含まれている。スリットＳＬＴ３は、ワード線ＷＬ０～ＷＬ１
１、並びに選択ゲート線ＳＧＳを分断している。
【００３４】
　複数のスリットＳＨＥは、隣り合うスリットＳＬＴ１及びＳＬＴ２の間のそれぞれに配
置される。スリットＳＨＥは、Ｘ方向において引出領域ＨＡ１の端部領域から引出領域Ｈ
Ａ２の端部領域まで延伸し、セル領域ＣＡを横切っている。スリットＳＨＥは、少なくと
も選択ゲート線ＳＧＤを分断している。
【００３５】
　隣り合うスリットＳＬＴ１の間において、スリットＳＬＴ２は、引出領域ＨＡ１内のス
リットＳＬＴ３と、引出領域ＨＡ２内のスリットＳＬＴ３とのそれぞれと離れている。以
下では、隣り合うスリットＳＬＴ１の間において隣り合うスリットＳＬＴ２及びＳＬＴ３
の間の部分のことを、ギャップ部ＧＰと呼ぶ。
【００３６】
　以上で説明したメモリセルアレイ１０の平面レイアウトでは、セル領域ＣＡにおいてス
リットＳＬＴ１、ＳＬＴ２、及びＳＨＥによって区切られた領域のそれぞれが、１つのス
トリングユニットＳＵに対応している。つまり、本例では、各々がＸ方向に延伸したスト
リングユニットＳＵ０～ＳＵ３が、Ｙ方向に並んでいる。そして、メモリセルアレイ１０
には、例えば図３に示されたレイアウトがＹ方向に繰り返し配置される。
【００３７】
　尚、隣り合うスリットＳＬＴ１の間に配置されるスリットＳＬＴ２及びＳＬＴ３の本数
は、任意の本数に設計され得る。隣り合うスリットＳＬＴ１及びＳＬＴ２の間に配置され
るスリットＳＨＥの本数は、任意の本数に設計され得る。隣り合うスリットＳＬＴ１の間
に形成されるストリングユニットＳＵの個数は、隣り合うスリットＳＬＴ１の間に配置さ
れたスリットＳＬＴ２及びＳＨＥの本数に基づいて変化する。
【００３８】
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　（セル領域ＣＡにおけるメモリセルアレイ１０の構造について）
　図４は、実施形態に係る半導体記憶装置１が備えるメモリセルアレイ１０のセル領域Ｃ
Ａにおける詳細な平面レイアウトの一例であり、１つのブロックＢＬＫ（すなわち、スト
リングユニットＳＵ０～ＳＵ３）に対応する領域を抽出して示している。図４に示すよう
に、セル領域ＣＡにおいてメモリセルアレイ１０は、複数のメモリピラーＭＰ、複数のコ
ンタクトＣＶ、及び複数のビット線ＢＬを含んでいる。
【００３９】
　メモリピラーＭＰの各々は、例えば１つのＮＡＮＤストリングＮＳとして機能する。複
数のメモリピラーＭＰは、例えば隣り合うスリットＳＬＴ１及びＳＬＴ２間の領域におい
て、９列の千鳥状に配置される。例えば、隣り合うスリットＳＬＴ１及びＳＬＴ２の中間
部でＸ方向に並んだメモリピラーＭＰは、スリットＳＨＥと重なって配置される。つまり
、複数のメモリピラーＭＰは、スリットＳＨＥを貫通し、隣り合う選択ゲート線ＳＧＤに
接触したメモリピラーＭＰを含んでいる。
【００４０】
　複数のビット線ＢＬは、それぞれがＹ方向に延伸し、Ｘ方向に並んでいる。各ビット線
ＢＬは、ストリングユニットＳＵ毎に少なくとも１つのメモリピラーＭＰと重なるように
配置される。本例において各メモリピラーＭＰには、２本のビット線ＢＬが重なって配置
されている。メモリピラーＭＰに重なっている複数のビット線ＢＬのうち１本のビット線
ＢＬと、当該メモリピラーＭＰとの間には、コンタクトＣＶが設けられる。各メモリピラ
ーＭＰは、コンタクトＣＶを介して対応するビット線ＢＬと電気的に接続される。
【００４１】
　尚、スリットＳＨＥと重なったメモリピラーＭＰとビット線ＢＬとの間のコンタクトＣ
Ｖは、省略される。言い換えると、異なる２本の選択ゲート線ＳＧＤに接したメモリピラ
ーＭＰとビット線ＢＬとの間のコンタクトＣＶは、省略される。隣り合うスリットＳＬＴ
間におけるメモリピラーＭＰやスリットＳＨＥ等の個数及び配置は、図４を用いて説明し
た構成に限定されず、適宜変更され得る。各メモリピラーＭＰと重なるビット線ＢＬの本
数は、任意の本数に設計され得る。
【００４２】
　図５は、図４のＶ－Ｖ線に沿った断面図であり、実施形態に係る半導体記憶装置１の備
えるメモリセルアレイ１０のセル領域ＣＡにおける断面構造の一例を示している。また、
図５には、Ｘ方向においてスリットＳＨＥと重なる部分が破線で示されている。図５に示
すように、メモリセルアレイ１０は、導電体層２１～２５を含んでいる。導電体層２１～
２５は、半導体基板２０の上方に設けられる。
【００４３】
　具体的には、半導体基板２０の上方に、絶縁体層を介して導電体層２１が設けられる。
図示が省略されているが、半導体基板２０と導電体層２１との間の絶縁体層には、例えば
ロウデコーダモジュール１５やセンスアンプモジュール１６等に対応する回路が設けられ
る。導電体層２１は、例えばＸＹ平面に沿って広がった板状に形成された複数の導電体層
が積層された構造を有し、ソース線ＳＬとして使用される。導電体層２１は、例えばリン
がドープされたシリコンを含んでいる。
【００４４】
　導電体層２１の上方に、絶縁体層を介して導電体層２２が設けられる。導電体層２２は
、例えばＸＹ平面に沿って広がった板状に形成され、選択ゲート線ＳＧＳとして使用され
る。導電体層２２は、例えばリンがドープされたシリコンを含んでいる。
【００４５】
　導電体層２２の上方に、絶縁体層と導電体層２３とが交互に積層される。導電体層２３
は、例えばＸＹ平面に沿って広がった板状に形成される。積層された複数の導電体層２３
は、半導体基板２０側から順に、それぞれワード線ＷＬ０～ＷＬ１１として使用される。
導電体層２３は、例えばタングステンを含んでいる。
【００４６】
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　最上層の導電体層２３の上方に、絶縁体層を介して導電体層２４が設けられる。導電体
層２４は、例えばＸＹ平面に沿って広がった板状に形成される。導電体層２４は、選択ゲ
ート線ＳＧＤとして使用される。導電体層２４は、例えばタングステンを含んでいる。
【００４７】
　導電体層２４の上方に、絶縁体層を介して導電体層２５が設けられる。導電体層２５は
、例えばＹ方向に沿って延伸したライン状に形成され、ビット線ＢＬとして使用される。
つまり、図示せぬ領域において複数の導電体層２５は、Ｘ方向に沿って並んでいる。導電
体層２５は、例えば銅を含んでいる。
【００４８】
　メモリピラーＭＰの各々は、Ｚ方向に沿って延伸して設けられ、導電体層２２～２４を
貫通している。また、メモリピラーＭＰの各々は、例えばコア部材３０、半導体層３１、
積層膜３２を含んでいる。
【００４９】
　コア部材３０は、Ｚ方向に沿って延伸して設けられる。例えば、コア部材３０の上端は
、最上層の導電体層２４よりも上層に含まれ、コア部材３０の下端は、導電体層２１が設
けられた層内に含まれる。半導体層３１は、例えばコア部材３０の周囲を覆っている。メ
モリピラーＭＰの下部において、半導体層３１の一部は、導電体層２１に接触している。
積層膜３２は、半導体層３１と導電体層２１とが接触した部分を除いて、半導体層３１の
側面及び底面を覆っている。コア部材３０は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）等の絶縁
体を含んでいる。半導体層３１は、例えばシリコンを含んでいる。
【００５０】
　メモリピラーＭＰ内の半導体層３１の上面には、柱状のコンタクトＣＶが設けられる。
図示された領域には、５本のメモリピラーＭＰのうち、２本のメモリピラーＭＰに対応す
るコンタクトＣＶが表示されている。当該領域においてスリットＳＨＥと重ならない且つ
コンタクトＣＶが接続されていないメモリピラーＭＰには、図示されない領域においてコ
ンタクトＣＶが接続される。
【００５１】
　コンタクトＣＶの上面には、１個の導電体層２５、すなわち１本のビット線ＢＬが接触
している。１個の導電体層２５には、スリットＳＬＴ１、ＳＬＴ２及びＳＨＥと、スリッ
トＳＨＥに接触したメモリピラーＭＰとによって区切られた空間のそれぞれにおいて、１
本のコンタクトＣＶが接続される。つまり、導電体層２５の各々には、例えば隣り合うス
リットＳＬＴ１及びＳＨＥ間における１本のメモリピラーＭＰと、隣り合うスリットＳＨ
Ｅ及びＳＬＴ２間における１本のメモリピラーＭＰとが電気的に接続される。
【００５２】
　スリットＳＬＴは、例えばＸＺ平面に沿って広がった板状に形成され、導電体層２２～
２４を分断している。スリットＳＬＴの上端は、導電体層２４と導電体層２５との間の層
に含まれている。スリットＳＬＴの下端は、例えば導電体層２１が設けられた層に含まれ
ている。スリットＳＬＴは、例えば酸化シリコン等の絶縁体を含んでいる。スリットＳＬ
Ｔ内には、ライン状のコンタクトが形成されても良い。この場合、ライン状のコンタクト
はソース線ＳＬに接続され、当該コンタクトと導電体層２２～２４との間が絶縁される。
【００５３】
　スリットＳＨＥは、例えばＸＺ平面に沿って広がった板状に形成され、積層された導電
体層２４を分断している。スリットＳＨＥの上端は、導電体層２４と導電体層２５との間
の層に含まれている。スリットＳＨＥの下端は、例えば最上層の導電体層２３と導電体層
２４との間の層に含まれている。スリットＳＨＥは、例えば酸化シリコン等の絶縁体を含
んでいる。スリットＳＨＥの上端とメモリピラーＭＰの上端とは、揃っていても良いし、
揃っていなくても良い。
【００５４】
　以上で説明したメモリピラーＭＰの構造では、メモリピラーＭＰと導電体層２２とが交
差する部分が、選択トランジスタＳＴ２として機能する。メモリピラーＭＰと導電体層２
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３とが交差する部分が、メモリセルトランジスタＭＴとして機能する。メモリピラーＭＰ
と導電体層２４とが交差する部分が、選択トランジスタＳＴ１として機能する。
【００５５】
　図６は、図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面図であり、第１実施形態に係る半導体記憶装
置１におけるメモリピラーＭＰの断面構造の一例を示している。より具体的には、図５は
、半導体基板２０の表面に平行且つ導電体層２３を含む層における、メモリピラーＭＰの
断面構造を示している。図６に示すように、積層膜３２は、例えばトンネル絶縁膜３３、
絶縁膜３４、及びブロック絶縁膜３５を含んでいる。
【００５６】
　導電体層２３を含む層において、コア部材３０は、例えばメモリピラーＭＰの中央部に
設けられる。半導体層３１は、コア部材３０の側面を囲っている。トンネル絶縁膜３３は
、半導体層３１の側面を囲っている。絶縁膜３４は、トンネル絶縁膜３３の側面を囲って
いる。ブロック絶縁膜３５は、絶縁膜３４の側面を囲っている。導電体層２３は、ブロッ
ク絶縁膜３５の側面を囲っている。
【００５７】
　半導体層３１は、メモリセルトランジスタＭＴ０～ＭＴ１１並びに選択トランジスタＳ
Ｔ１及びＳＴ２のチャネルとして使用される。トンネル絶縁膜３３及びブロック絶縁膜３
５のそれぞれは、例えば酸化シリコンを含んでいる。絶縁膜３４は、メモリセルトランジ
スタＭＴの電荷蓄積層として使用され、例えば窒化シリコン（ＳｉＮ）を含んでいる。こ
れにより、メモリピラーＭＰの各々は、１つのＮＡＮＤストリングＮＳとして機能する。
【００５８】
　（引出領域ＨＡにおけるメモリセルアレイ１０の構造について）
　実施形態に係る半導体記憶装置１では、偶数番号のブロックＢＬＫの引出領域ＨＡ１に
おける構造が、奇数番号のブロックＢＬＫの引出領域ＨＡ２における構造と類似し、偶数
番号のブロックＢＬＫの引出領域ＨＡ２における構造が、奇数番号のブロックＢＬＫの引
出領域ＨＡ１における構造と類似している。具体的には、例えば引出領域ＨＡ２における
ブロックＢＬＫ０の平面レイアウトは、引出領域ＨＡ１におけるブロックＢＬＫ１の構造
をＸ方向及びＹ方向のそれぞれに反転させた平面レイアウトと同様である。引出領域ＨＡ
２におけるブロックＢＬＫ１の平面レイアウトは、引出領域ＨＡ１におけるブロックＢＬ
Ｋ０の構造をＸ方向及びＹ方向のそれぞれに反転させた平面レイアウトと同様である。
【００５９】
　図７は、実施形態に係る半導体記憶装置１が備えるメモリセルアレイ１０の引出領域Ｈ
Ａ１における詳細な平面レイアウトの一例であり、隣り合うブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ
１に対応する領域を抽出して示している。また、図７には、引出領域ＨＡ１の近傍におけ
るセル領域ＣＡの一部も示されている。以下では、図７に示された引出領域ＨＡ１におけ
るブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ１の平面レイアウトに基づいて、引出領域ＨＡ１及びＨＡ
２におけるブロックＢＬＫ０の平面レイアウトについて説明する。
【００６０】
　図７に示すように、引出領域ＨＡ１において、選択ゲート線ＳＧＳ、ワード線ＷＬ０～
ＷＬ１１、並びに選択ゲート線ＳＧＤのそれぞれは、上層の配線層（導電体層）と重なら
ない部分（テラス部分）を有している。また、引出領域ＨＡ１においてメモリセルアレイ
１０は、複数のコンタクトＣＣ、並びに複数の支持柱ＨＲを含んでいる。
【００６１】
　引出領域ＨＡ１において上層の配線層と重ならない部分の形状は、階段(step)、段丘(t
errace)、畦石(rimstone)等と類似している。具体的には、選択ゲート線ＳＧＳとワード
線ＷＬ０との間、ワード線ＷＬ０とワード線ＷＬ１との間、・・・、ワード線ＷＬ１０と
ワード線ＷＬ１１との間、ワード線ＷＬ１１と選択ゲート線ＳＧＤとの間に、それぞれ段
差が設けられる。つまり本例では、ワード線ＷＬ０～ＷＬ１１の端部が、Ｙ方向に２段の
段差を有し且つＸ方向に複数の段差が形成された３列の階段状に設けられる。
【００６２】
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　また、例えば引出領域ＨＡ１及びＨＡ２において、ブロックＢＬＫ１に対応するワード
線ＷＬの階段構造は、ブロックＢＬＫ０に対応するワード線ＷＬの階段構造を、Ｘ方向を
軸として反転させた構造と同様になっている。言い換えると、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２
内において、ブロックＢＬＫ０（すなわち、偶数番号のブロックＢＬＫ）のワード線ＷＬ
においてＹ方向に形成される段差の方向は、ブロックＢＬＫ１（すなわち、奇数番号のブ
ロックＢＬＫ）のワード線ＷＬにおいてＹ方向に形成される段差の方向と逆向きである。
【００６３】
　このような積層配線の階段構造に対して、スリットＳＬＴ３は、例えば隣り合う２本の
スリットＳＬＴ１間の中間部に配置され、ワード線ＷＬ１、ＷＬ４、ＷＬ７及びＷＬ１０
にそれぞれ対応する複数のテラス部分をＸ方向に沿って横切っている。スリットＳＬＴ３
は、選択ゲート線ＳＧＳのテラス部分をＸ方向において横切っていても良いし、横切って
いなくても良い。スリットＳＨＥは、例えば隣り合うスリットＳＬＴ１及びＳＬＴ２の中
間部に配置され、選択ゲート線ＳＧＤに対応するテラス部分をＸ方向に沿って横切ってい
る。また、本例において、同一のブロックＢＬＫ内で同じ層に設けられたワード線ＷＬは
、ギャップ部ＧＰを介してショートしている。言い換えると、隣り合う２本のスリットＳ
ＬＴ１の一方のスリットＳＬＴ１に接したワード線ＷＬと、他方のスリットＳＬＴ１に接
したワード線ＷＬとは、ギャップ部ＧＰを介して電気的に接続されている。
【００６４】
　複数のコンタクトＣＣは、ブロックＢＬＫ０の引出領域ＨＡ１において、ワード線ＷＬ
０～ＷＬ１１、並びに選択ゲート線ＳＧＤ及びＳＧＳのそれぞれのテラス部分上にそれぞ
れ設けられ、ブロックＢＬＫ０の引出領域ＨＡ２において、選択ゲート線ＳＧＤのテラス
部分上にそれぞれ設けられる。ワード線ＷＬ０～ＷＬ１１、並びに選択ゲート線ＳＧＤ及
びＳＧＳのそれぞれは、対応するコンタクトＣＣを介してロウデコーダモジュール１５に
電気的に接続される。つまり、ワード線ＷＬは、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のいずれか一
方に配置されたコンタクトＣＣから電圧が印加され、選択ゲート線ＳＧＤは引出領域ＨＡ
１及びＨＡ２内のそれぞれのコンタクトＣＣから電圧が印加される。
【００６５】
　複数の支持柱ＨＲは、ブロックＢＬＫ０の引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれにおい
て、スリットＳＬＴが形成される領域と、コンタクトＣＣが形成される領域とを除いた領
域に適宜配置される。また、支持柱ＨＲは、例えばコンタクトＣＣ及びスリットＳＬＴの
それぞれと重ならないように設けられる。支持柱ＨＲは、Ｚ方向に延伸したホール内に絶
縁部材が埋め込まれた構造を有し、積層された配線層（例えば、ワード線ＷＬ及び選択ゲ
ート線ＳＧＤ）を貫通している。
【００６６】
　ブロックＢＬＫ０の引出領域ＨＡ１において複数の支持柱ＨＲが配置される密度は、ブ
ロックＢＬＫ０の引出領域ＨＡ２において複数の支持柱ＨＲが配置される密度よりも小さ
い。言い換えると、ブロックＢＬＫ０において、ワード線ＷＬに接続されるコンタクトＣ
Ｃが配置されない引出領域ＨＡ２内に支持柱ＨＲが配置される密度は、ワード線ＷＬに接
続されるコンタクトＣＣが配置される引出領域ＨＡ１内に支持柱ＨＲが配置される密度よ
りも高い。さらに言い換えると、ブロックＢＬＫ０において、引出領域ＨＡ１における支
持柱ＨＲの被覆率は、引出領域ＨＡ２における支持柱ＨＲの被覆率よりも低くなる。
【００６７】
　図８は、図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った断面図であり、実施形態に係る半導体記
憶装置１の備えるメモリセルアレイ１０の引出領域ＨＡ１における断面構造の一例を示し
ている。また、図８には、引出領域ＨＡ１の近傍におけるセル領域ＣＡの一部も示されて
いる。図８に示すように、引出領域ＨＡ１では、ワード線ＷＬ及び選択ゲート線ＳＧＤに
対応する複数の導電体層の端部が階段状に設けられる。また、引出領域ＨＡ１においてメ
モリセルアレイ１０は、複数の導電体層２６を含んでいる。
【００６８】
　図示された領域には、ワード線ＷＬ１、ＷＬ４、ＷＬ７及びＷＬ１０、並びに選択ゲー
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ト線ＳＧＤに対応する複数のテラス部分が含まれている。そして、ワード線ＷＬ０、ＷＬ
４、ＷＬ７及びＷＬ１０にそれぞれ対応する４層の導電体層２３と、選択ゲート線ＳＧＤ
に対応する導電体層２４とのそれぞれのテラス部分上に、それぞれ１本のコンタクトＣＣ
が設けられている。各コンタクトＣＣ上には、１個の導電体層２６が設けられ、電気的に
接続される。各導電体層２６は、例えば導電体層２５と同じ配線層に含まれている。
【００６９】
　支持柱ＨＲは、Ｚ方向に延伸して設けられ、例えば導電体層２２及び２３を貫通してい
る。支持柱ＨＲの上端は、例えば導電体層２５とメモリピラーＭＰの上端との間の層に含
まれている。支持柱ＨＲの下端は、例えば導電体層２２よりも下層に含まれている。支持
柱ＨＲの下端は、少なくとも導電体層２２まで到達していれば良い。尚、導電体層２４と
重なるように配置された支持柱ＨＲは、導電体層２２～２４を貫通し、当該支持柱ＨＲの
その他の構造は、図８に示された支持柱ＨＲと同様である。
【００７０】
　（支持柱ＨＲ及びコンタクトＣＣの配置について）
　図９は、実施形態に係る半導体記憶装置１が備えるメモリセルアレイ１０の平面レイア
ウトの一例であり、連続した４つのブロックＢＬＫ０～ＢＬＫ３における支持柱ＨＲ及び
コンタクトＣＣの配置の概要を示している。
【００７１】
　図９に示すように、偶数番号のブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ２では、引出領域ＨＡ１内
にワード線ＷＬのコンタクトＣＣが配置され、奇数番号のブロックＢＬＫ１及びＢＬＫ３
では、引出領域ＨＡ２内にワード線ＷＬのコンタクトＣＣが配置されている。各ブロック
ＢＬＫにおいて、選択ゲート線ＳＧＤのコンタクトＣＣは、引出領域ＨＡ１と引出領域Ｈ
Ａ２とのそれぞれに配置されている。
【００７２】
　また、偶数番号のブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ２では、引出領域ＨＡ２内に支持柱ＨＲ
が密に配置され、奇数番号のブロックＢＬＫ１及びＢＬＫ３では、引出領域ＨＡ１内に支
持柱ＨＲが密に配置されている。支持柱ＨＲが密に配置されている引出領域ＨＡにおける
支持柱ＨＲの被覆率は、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣが配置される引出領域ＨＡにおけ
る支持柱ＨＲの被覆率よりも高く、好ましくはセル領域ＣＡにおけるメモリピラーＭＰの
被覆率と同様に設計される。
【００７３】
　尚、各ブロックＢＬＫにおいて、選択ゲート線ＳＧＳのコンタクトＣＣは、引出領域Ｈ
Ａ１及びＨＡ２の一方のみに配置されても良いし、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２の両方に配
置されても良い。選択ゲート線ＳＧＳのコンタクトＣＣの周りに支持柱ＨＲが配置される
場合には、各ブロックＢＬＫの選択ゲート線ＳＧＳのコンタクトＣＣは、ワード線ＷＬの
コンタクトＣＣが配置される引出領域ＨＡに配置されることが好ましい。
【００７４】
　［１－２］実施形態の効果
　以上で説明した実施形態に係る半導体記憶装置１に依れば、半導体記憶装置の歩留まり
を改善することが出来る。以下に、実施形態に係る半導体記憶装置１の詳細な効果につい
て説明する。
【００７５】
　メモリセルが三次元に積層された半導体記憶装置では、ワード線ＷＬ等の配線が積層さ
れている。このような積層配線を形成する方法としては、犠牲部材を用いた置換処理が知
られている。ここで、比較例を用いて積層配線の置換処理について簡潔に説明する。
【００７６】
　図１０は、実施形態の比較例に係る半導体記憶装置が備えるメモリセルアレイ１０の平
面レイアウトの一例であり、図９と同様の領域を示している。図１０に示すように、比較
例におけるコンタクトＣＣの配置は、実施形態と同様である。一方で、比較例では、各ブ
ロックＢＬＫにおいて、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣが配置されない引出領域ＨＡ内で
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支持柱ＨＲが配置される密度が、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣが配置される引出領域Ｈ
Ａ内で支持柱ＨＲが配置される密度と同程度になっている。
【００７７】
　図１１は、実施形態の比較例に係る半導体記憶装置における製造途中の断面構造の一例
であり、積層配線が形成されるセル領域ＣＡ及び引出領域ＨＡの一部を簡略化して示して
いる。図１１の（１）～（３）は、積層配線の置換処理の代表的な工程に対応している。
【００７８】
　まず、図１１の（１）に示すように、犠牲部材４１が積層される。簡潔に述べると、絶
縁体層４０と犠牲部材４１とが交互に積層され、積層された絶縁体層４０と犠牲部材４１
とを貫通するメモリピラーＭＰが形成される。そして、犠牲部材４１の端部が加工され、
引出領域ＨＡ内に犠牲部材４１の階段構造が形成される。それから、絶縁体層４２によっ
て引出領域ＨＡ内の段差が埋め込まれ、引出領域ＨＡ内に支持柱ＨＲが形成される。
【００７９】
　次に、図１１の（２）に示すように、犠牲部材４１が除去される。簡潔に述べると、ま
ず積層された犠牲部材４１を分断するスリットＳＬＴが形成される。そして、スリットＳ
ＬＴを介したエッチングによって、積層された犠牲部材４１が選択的に除去される。この
とき、犠牲部材４１が除去された構造体における立体構造は、メモリピラーＭＰ及び支持
柱ＨＲによって維持される。
【００８０】
　最後に、図１１の（３）に示すように、導電体４３が形成される。簡潔に述べると、例
えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）によって、犠牲部材４１が除去された空間に
導電体４３が形成される。そして、スリットＳＬＴ内に残存する導電体が除去される。こ
れにより、ワード線ＷＬ等に対応する積層配線が形成される。
【００８１】
　比較例における引出領域ＨＡでは、支持柱ＨＲが配置される密度が小さい。つまり、引
出領域ＨＡにおいて形成される導電体４３の量が多くなる。導電体４３（例えばタングス
テン）は、成膜された後の熱工程によって収縮する場合があり、導電体４３の量が多くな
る程、その収縮量が大きくなる傾向がある。つまり、セル領域ＣＡにおける導電体４３の
収縮量よりも、引出領域ＨＡにおける導電体４３の収縮量の方が大きくなり得る。
【００８２】
　その結果、比較例に係る半導体記憶装置１では、引出領域ＨＡにおける導電体４３の積
層構造が沈下する可能性がある。このような積層構造の沈下が発生すると、例えばビット
線ＢＬを形成するためのリソグラフィ工程において、セル領域ＣＡと引出領域ＨＡとの間
で凸凹が形成され、引出領域ＨＡにおけるデフォーカスが発生するおそれがある。リソグ
ラフィ工程におけるデフォーカスの発生は、当該工程で形成される配線の不良が発生する
原因になる。
【００８３】
　これに対して、実施形態に係る半導体記憶装置１では、引出領域ＨＡ内でコンタクトＣ
Ｃが配置されない領域に、支持柱ＨＲを密に配置している。そして、当該領域に支持柱Ｈ
Ｒが配置される密度は、例えばセル領域ＣＡ内でメモリピラーＭＰが配置される密度と同
等に設計される。つまり、支持柱ＨＲが密に配置された領域における導電体４３の形成量
が、セル領域ＣＡ内と同等になる。
【００８４】
　これにより、実施形態に係る半導体記憶装置１では、セル領域ＣＡと支持柱ＨＲが密に
配置された引出領域ＨＡとで積層構造の沈下量が同等になり得る。また、実施形態に係る
半導体記憶装置１では、支持柱ＨＲが密に配置される領域が、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２
で交互に設けられている。このため、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれにおいて、積
層構造の沈下による局所的な凹凸の発生が抑制される。
【００８５】
　以上のように、実施形態に係る半導体記憶装置１では、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２にお



(14) JP 2021-34651 A 2021.3.1

10

20

30

40

50

ける凹凸を抑制することが出来、積層配線の置換処理後のリソグラフィ工程におけるデフ
ォーカスの発生を抑制することが出来る。従って、実施形態に係る半導体記憶装置１の構
造は、配線の形成不良の発生を抑制することが出来、歩留まりを改善することが出来る。
【００８６】
　［２］実施形態の第１変形例
　以下に、実施形態の第１変形例に係る半導体記憶装置１について説明する。実施形態の
第１変形例に係る半導体記憶装置は、実施形態に対してコンタクトＣＣ及び支持柱ＨＲの
配置が異なる。図１２は、実施形態の第１変形例に係る半導体記憶装置１が備えるメモリ
セルアレイ１０の平面レイアウトの一例であり、図９と同様の領域を示している。
【００８７】
　図１２に示すように、偶数番号のブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ２では、引出領域ＨＡ１
内にワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１
１のコンタクトＣＣが配置され、引出領域ＨＡ２内にワード線ＷＬ０、ＷＬ３、ＷＬ６、
及びＷＬ９のコンタクトＣＣが配置されている。
【００８８】
　同様に、奇数番号のブロックＢＬＫ１及びＢＬＫ３では、引出領域ＨＡ１内にワード線
ＷＬ０、ＷＬ３、ＷＬ６、及びＷＬ９のコンタクトＣＣが配置され、引出領域ＨＡ２内に
ワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１１の
コンタクトＣＣが配置されている。
【００８９】
　そして、実施形態の第１変形例では、引出領域ＨＡ１内の各ブロックＢＬＫは、コンタ
クトＣＣを含むサブ領域ＳＵＢ１と、サブ領域ＳＵＢ１と異なるサブ領域ＳＵＢ２とを含
んでいる。サブ領域ＳＵＢ１及びＳＵＢ２のそれぞれには、複数の支持柱ＨＲが配置され
る。サブ領域ＳＵＢ２における支持柱ＨＲの被覆率は、サブ領域ＳＵＢ１における支持柱
ＨＲの被覆率よりも高く且つセル領域ＣＡにおけるメモリピラーＭＰの被覆率以下である
。
【００９０】
　同様に、引出領域ＨＡ２内の各ブロックＢＬＫは、コンタクトＣＣを含むサブ領域ＳＵ
Ｂ３と、サブ領域ＳＵＢ３と異なるサブ領域ＳＵＢ４とを含んでいる。サブ領域ＳＵＢ３
及びＳＵＢ４のそれぞれには、複数の支持柱ＨＲが配置される。サブ領域ＳＵＢ４におけ
る支持柱ＨＲの被覆率は、サブ領域ＳＵＢ３における支持柱ＨＲの被覆率よりも高く且つ
セル領域ＣＡにおけるメモリピラーＭＰの被覆率以下である。
【００９１】
　また、サブ領域ＳＵＢ１内における複数の支持柱ＨＲの被覆率は、サブ領域ＳＵＢ３内
における複数の支持柱ＨＲの被覆率と略等しい。サブ領域ＳＵＢ２内における複数の支持
柱ＨＲの被覆率は、サブ領域ＳＵＢ４内における複数の支持柱ＨＲの被覆率と略等しい。
【００９２】
　以上のように、実施形態の第１変形例に係る半導体記憶装置１は、各ブロックＢＬＫに
おいて、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣを引出領域ＨＡ１及びＨＡ２に割り振っている。
そして、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれにおいて、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣ
が配置される領域以外の領域において、支持柱ＨＲが密に配置される。
【００９３】
　その結果、実施形態の第１変形例に係る半導体記憶装置１は、引出領域ＨＡにおける局
所的な凹凸構造を第１実施形態よりも抑制することが出来る。従って、実施形態の第１変
形例に係る半導体記憶装置１は、第１実施形態よりも歩留まりを改善することが出来る。
【００９４】
　［３］実施形態の第２変形例
　以下に、実施形態の第２変形例に係る半導体記憶装置１について説明する。実施形態の
第２変形例に係る半導体記憶装置は、実施形態に対してコンタクトＣＣ及び支持柱ＨＲの
配置が異なる。図１３は、実施形態の第２変形例に係る半導体記憶装置１が備えるメモリ
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セルアレイ１０の平面レイアウトの一例であり、図９と同様の領域を示している。
【００９５】
　図１３に示すように、偶数番号のブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ２では、引出領域ＨＡ１
内にワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１
１のコンタクトＣＣが配置され、引出領域ＨＡ２内にワード線ＷＬ０、ＷＬ３、ＷＬ６、
及びＷＬ９のコンタクトＣＣが配置されている。
【００９６】
　同様に、奇数番号のブロックＢＬＫ１及びＢＬＫ３では、引出領域ＨＡ１内にワード線
ＷＬ０、ＷＬ３、ＷＬ６、及びＷＬ９のコンタクトＣＣが配置され、引出領域ＨＡ２内に
ワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１１の
コンタクトＣＣが配置されている。
【００９７】
　そして、実施形態の第２変形例では、引出領域ＨＡ１内の各ブロックＢＬＫにおいて、
スリットＳＬＴ３に対して紙面上側の領域にコンタクトＣＣが配置され、紙面下側の領域
に支持柱ＨＲが密に配置される。引出領域ＨＡ２内の各ブロックＢＬＫにおいて、スリッ
トＳＬＴ３に対して紙面下側の領域にコンタクトＣＣが配置され、紙面上側の領域に支持
柱ＨＲが密に配置される。
【００９８】
　言い換えると、各ブロックＢＬＫでは、Ｘ方向においてストリングユニットＳＵ０及び
ＳＵ１に対向する引出領域ＨＡ１内のテラス部分と、Ｘ方向においてストリングユニット
ＳＵ２及びＳＵ３に対向する引出領域ＨＡ２内のテラス部分とにコンタクトＣＣが配置さ
れている。そして、Ｘ方向においてストリングユニットＳＵ０及びＳＵ１に対向する引出
領域ＨＡ２内のテラス部分と、Ｘ方向においてストリングユニットＳＵ２及びＳＵ３に対
向する引出領域ＨＡ１内のテラス部分とに支持柱ＨＲが密に配置されている。
【００９９】
　以上のように、実施形態の第２変形例に係る半導体記憶装置１は、各ブロックＢＬＫに
おいて、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣを引出領域ＨＡ１及びＨＡ２に割り振っている。
そして、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれにおいて、ワード線ＷＬのコンタクトＣＣ
が配置される領域と、支持柱ＨＲが密に配置される領域とが交互に並んでいる。
【０１００】
　その結果、実施形態の第２変形例に係る半導体記憶装置１は、引出領域ＨＡにおける局
所的な凹凸構造を第１実施形態よりも抑制することが出来る。従って、実施形態の第２変
形例に係る半導体記憶装置１は、第１実施形態よりも歩留まりを改善することが出来る。
【０１０１】
　［４］実施形態の第３変形例
　以下に、実施形態の第３変形例に係る半導体記憶装置１について説明する。実施形態の
第２変形例に係る半導体記憶装置は、実施形態に対してコンタクトＣＣ及び支持柱ＨＲの
配置が異なる。図１４は、実施形態の第３変形例に係る半導体記憶装置１が備えるメモリ
セルアレイ１０の平面レイアウトの一例であり、図９と同様の領域を示している。
【０１０２】
　図１４に示すように、偶数番号のブロックＢＬＫ０及びＢＬＫ２では、引出領域ＨＡ１
内にワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ６、及びＷＬ９のコンタクトＣＣが
配置され、ワード線ＷＬ０、ＷＬ３、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１１のテラス
部分に支持柱ＨＲが密に配置されている。そして、引出領域ＨＡ２内にワード線ＷＬ０、
ＷＬ３、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１１のコンタクトＣＣが配置され、ワード
線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ６、及びＷＬ９のテラス部分に支持柱ＨＲが密
に配置されている。
【０１０３】
　同様に、奇数番号のブロックＢＬＫ１及びＢＬＫ３では、引出領域ＨＡ１内にワード線
ＷＬ０、ＷＬ３、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１１のコンタクトＣＣが配置され
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、ワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ４、ＷＬ５、ＷＬ６、及びＷＬ９のテラス部分に支持柱
ＨＲが密に配置されている。そして、引出領域ＨＡ２内にワード線ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ
４、ＷＬ５、ＷＬ６、及びＷＬ９のコンタクトＣＣが配置され、ワード線ＷＬ０、ＷＬ３
、ＷＬ７、ＷＬ８、ＷＬ１０、及びＷＬ１１のテラス部分に支持柱ＨＲが密に配置されて
いる。
【０１０４】
　言い換えると、引出領域ＨＡ１内の各ブロックＢＬＫでは、スリットＳＬＴ３に対して
紙面上側且つセル領域ＣＡから遠い領域と、紙面下側且つセル領域ＣＡに近い領域とにコ
ンタクトＣＣが配置され、紙面上側且つセル領域ＣＡに近い領域と、紙面下側且つセル領
域ＣＡから遠い領域とに支持柱ＨＲが密に配置されている。引出領域ＨＡ２内の各ブロッ
クＢＬＫでは、スリットＳＬＴ３に対して紙面上側且つセル領域ＣＡから近い領域と、紙
面下側且つセル領域ＣＡから遠い領域とにコンタクトＣＣが配置され、紙面上側且つセル
領域ＣＡから遠い領域と、紙面下側且つセル領域ＣＡに近い領域とに支持柱ＨＲが密に配
置されている。
【０１０５】
　また、引出領域ＨＡ１内の各ブロックＢＬＫでは、スリットＳＬＴ３に対して、紙面上
側且つセル領域ＣＡから遠い領域内における複数の支持柱ＨＲの被覆率は、紙面下側且つ
セル領域ＣＡに近い領域内における複数の支持柱ＨＲの被覆率と略等しい。スリットＳＬ
Ｔ３に対して、紙面下側且つセル領域ＣＡから遠い領域内における複数の支持柱ＨＲの被
覆率は、紙面上側且つセル領域ＣＡに近い領域内における複数の支持柱ＨＲの被覆率と略
等しい。
【０１０６】
　同様に、引出領域ＨＡ２内の各ブロックＢＬＫでは、スリットＳＬＴ３に対して、紙面
上側且つセル領域ＣＡから近い領域内における複数の支持柱ＨＲの被覆率は、紙面下側且
つセル領域ＣＡから遠い領域内における複数の支持柱ＨＲの被覆率と略等しい。スリット
ＳＬＴ３に対して、紙面下側且つセル領域ＣＡに近い領域内における複数の支持柱ＨＲの
被覆率は、紙面上側且つセル領域ＣＡから遠い領域内における複数の支持柱ＨＲの被覆率
と略等しい。
【０１０７】
　以上のように、実施形態の第３変形例に係る半導体記憶装置１では、各ブロックＢＬＫ
内においてコンタクトＣＣが配置される領域が、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれに
おいて互い違いに設けられている。そして、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２では、コンタクト
ＣＣが配置される領域を除いて支持柱ＨＲが密に配置されている。
【０１０８】
　その結果、実施形態の第３変形例に係る半導体記憶装置１は、引出領域ＨＡにおける局
所的な凹凸構造を第１実施形態よりも抑制することが出来る。従って、実施形態の第３変
形例に係る半導体記憶装置１は、実施形態よりも歩留まりを改善することが出来る。
【０１０９】
　［５］その他の変形例等
　実施形態の半導体記憶装置は、基板と、第１乃至第３絶縁部材と、第１及び第２の導電
体と、第１乃至第４ピラーと、を含む。基板は、メモリセルを含む第１領域と、第１方向
で第１領域を挟む第２領域及び第３領域とを含む。第１乃至第３絶縁部材は、各々が第１
方向に沿って第１乃至第３領域を横切って設けられ、第１方向と交差する第２方向に並ん
でいる。第１の導電体は、基板の上方、且つ第１絶縁部材と第２絶縁部材との間に設けら
れる。第２の導電体は、基板の上方、且つ第２絶縁部材と第３絶縁部材との間に設けられ
る。複数の第１ピラー及び複数の第３ピラーは、第１領域内で第１の導電体及び第２の導
電体をそれぞれ貫通して設けられる。複数の第２ピラーは、第２領域又は第３領域内で第
１の導電体を貫通し、且つ第１の導電体に対するコンタクトから離れて設けられる。複数
の第４ピラーは、第２領域又は第３領域内で第２の導電体を貫通し、且つ第２の導電体に
対するコンタクトから離れて設けられる。第３領域内における複数の第２ピラーの被覆率
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は、第２領域内における複数の第２ピラーの被覆率よりも高く、且つ第１領域内における
複数の第１ピラーの被覆率以下である。第２領域内における複数の第４ピラーの被覆率は
、第３領域内における複数の第４ピラーの被覆率よりも高く、且つ第１領域内における複
数の第３ピラーの被覆率以下である。これにより、半導体記憶装置の歩留まりを改善する
ことが出来る。
【０１１０】
　実施形態では、支持柱ＨＲが絶縁体のみで構成される場合について例示したが、支持柱
ＨＲの構造はその他の構造であっても良い。例えば、支持柱ＨＲは、メモリピラーＭＰと
同様の構成を有していても良いし、メモリピラーＭＰに含まれた構成の一部を有していて
も良い。例えば、支持柱ＨＲがメモリピラーＭＰと同様の構成を有する場合、支持柱ＨＲ
の上面とメモリピラーＭＰの上面とが揃って設けられ得る。
【０１１１】
　実施形態では、引出領域ＨＡ１及びＨＡ２のそれぞれに選択ゲート線ＳＧＤのコンタク
トＣＣが配置される場合について例示したが、選択ゲート線ＳＧＤのコンタクトＣＣは、
引出領域ＨＡ１及びＨＡ２の少なくとも一方に配置されていれば良い。この場合に、コン
タクトＣＣの配置が省略された選択ゲート線ＳＧＤのテラス部分には、実施形態と同様に
支持柱ＨＲが密に配置されても良い。選択ゲート線ＳＧＤのテラス部分の一方側に対する
コンタクトＣＣの配置は、実施形態、及び第１乃至第３変形例のいずれも適用することが
可能である。
【０１１２】
　実施形態において、メモリセルアレイ１０の構造はその他の構造であっても良い。例え
ば、メモリピラーＭＰは、複数のピラーがＺ方向に２本以上連結された構造であっても良
い。また、メモリピラーＭＰは、選択ゲート線ＳＧＤに対応するピラーと、ワード線ＷＬ
に対応するピラーとが連結された構造であっても良い。スリットＳＬＴ内は、複数種類の
絶縁体により構成されても良い。
【０１１３】
　実施形態では、引出領域ＨＡにおいてワード線ＷＬ０～ＷＬ１１の端部がＹ方向に２段
の段差を有し且つＸ方向に複数の段差が形成された３列の階段状に設けられる場合につい
て例示したが、これに限定されない。積層されたワード線ＷＬの端部においてＹ方向に形
成される段差の数は、任意の数に設計され得る。つまり、半導体記憶装置１において、引
出領域ＨＡにおけるワード線ＷＬの端部は、任意の列数の階段状に設計され得る。
【０１１４】
　実施形態では、半導体記憶装置１がメモリセルアレイ１０下にセンスアンプモジュール
１６等の回路が設けられた構造を有する場合を例に説明したが、これに限定されない。例
えば、半導体記憶装置１は、半導体基板２０上にワード線ＷＬ等の積層配線が形成された
構造であっても良いし、センスアンプモジュール１６等が設けられたチップと、メモリセ
ルアレイ１０が設けられたチップとが貼り合わされた構造であっても良い。このような貼
り合わせ構造を有する場合、半導体基板２０に相当する構成は省略されても良い。
【０１１５】
　実施形態で説明に使用した図面では、メモリピラーＭＰや支持柱ＨＲがＺ方向において
同一径を有している場合を例示したが、これに限定されない。例えば、メモリピラーＭＰ
や支持柱ＨＲは、テーパー形状又は逆テーパー形状を有していても良いし、中間部分が膨
らんだ形状を有していても良い。同様に、スリットＳＬＴやスリットＳＨＥがテーパー形
状又は逆テーパー形状を有していても良いし、中間部分が膨らんだ形状を有していても良
い。また、実施形態では、メモリピラーＭＰ、支持柱ＨＲ、及びコンタクトＣＣのそれぞ
れの断面構造が円形である場合について例示したが、これらの断面構造は楕円形であって
も良く、任意の形状に設計され得る。
【０１１６】
　本明細書において“接続”は、電気的に接続されている事を示し、例えば間に別の素子
を介することを除外しない。“電気的に接続される”は、電気的に接続されたものと同様
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に動作することが可能であれば、絶縁体を介していても良い。“柱状”は、半導体記憶装
置１の製造工程において形成されたホール内に設けられた構造体であることを示している
。
【０１１７】
　本明細書において“被覆率”は、例えば平面視において、ある領域内で対象の構成要素
が設けられている面積の割合に対応している。また、“被覆率”は、ある領域内でワード
線ＷＬ（導電体層２３）を貫通している対象の構成要素の、半導体基板２０の表面と平行
な断面における面積の割合と見なされても良い。
【０１１８】
　本明細書において“領域”は、半導体基板２０によって含まれる構成と見なされても良
い。例えば、半導体基板２０がセル領域ＣＡ並びに引出領域ＨＡ１及びＨＡ２を含むと規
定された場合、セル領域ＣＡ並びに引出領域ＨＡ１及びＨＡ２は、半導体基板２０の上方
の異なる領域にそれぞれ関連付けられる。
【０１１９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことが出来る。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２０】
１…半導体記憶装置、２…メモリコントローラ、１０…メモリセルアレイ、１１…コマン
ドレジスタ、１２…アドレスレジスタ、１３…シーケンサ、１４…ドライバモジュール、
１５…ロウデコーダモジュール、１６…センスアンプモジュール、２０…半導体基板、２
１～２６…導電体層、３０…コア部材、３１…半導体層、３２…積層膜、３３…トンネル
絶縁膜、３４…絶縁膜、３５…ブロック絶縁膜、ＳＬＴ，ＳＨＥ…スリット、ＣＡ…セル
領域、ＨＡ…引出領域、ＢＬＫ…ブロック、ＳＵ…ストリングユニット、ＢＬ…ビット線
、ＷＬ…ワード線、ＳＬ…ソース線、ＳＧＳ，ＳＧＤ…選択ゲート線、ＭＴ…メモリセル
トランジスタ、ＳＴ１，ＳＴ２…選択トランジスタ
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